
☆日弁連「高校授業料無償の維持及び発展を求める会長声明」

日本弁護士連合会は、２日、表記会長声明を発表した。声明は以下のとおり。

民主党と自民党・公明党は、２０１１年（平成２３年）８月９日の協議で、震災

復興のための特例公債法案を成立させるための条件の一つとして、自民党の主張し

ていた高校授業料無償化法の廃止につき、「高校無償化…の平成２４年度以降の制

度の在り方については、政策効果の検証を基に、必要な見直しを検討する」旨合意

した。

厚生労働省が２０１１年（平成２３年）７月１２日に公表した「平成２２年国民

生活基礎調査」によれば、２００９年（平成２１年）の子どもの貧困率は１５．７

％と過去最悪を記録したとのことである。日本社会における貧困化、困窮化が進む

中で、子どもの生存と成長が様々な形で阻害され、子どもと親を苦しめている。子

ども期の貧困が子どもの社会的自立を妨げ、貧困の世代連鎖を生み貧困を再生産さ

せることは、既に明らかであり、それを防止するための早期の施策が重要であるこ

とも明らかである。そして、教育にかける費用の少なさで日本は先進国の最低レベ

ルにある。

これに対する国としての当然の責任を果たすべく、高校授業料無償化法が「家庭

の状況にかかわらず全ての意志ある高校生らが安心して勉学に打ち込める社会を作

ること」を目的として制定されたものである。

教育の重要性はいうまでもないが、特に高校教育は、社会での自立を前にして、

学力のみにとどまらず、人格の発展、他者との関わり合いを学ぶ重要な場であり、

また実際にも高校進学率が９割を超え、高校卒業資格なしに就業することの困難さ

を考えれば、高校授業料の無償化は、社会が子どもに果たすべき責任のうちでも極

めて重要なものというべきである。

この無償化法は、かねてから必要性が指摘されてきたが、社会の不況が進んだ２

００９年度（平成２１年度）の卒業予定者の中で授業料滞納のために卒業も危ぶま

れるものが続出する状況下で、２０１０年（平成２２年）３月に法制化され、その

結果として２０１０年度（平成２２年度）の卒業生や２０１１年度（平成２３年度）

の３年生（定時制４年生）の授業料滞納ゆえの高校中退を防ぐことができた。首都

圏の定時制高校に通う生徒らが結成した「お金がないと学校にいけないの？」首都

圏高校生集会実行委員会が、授業料無償化後に高校生を対象に実施したアンケート

調査（２０１１年（平成２３年）７月２３日公表）でも、回答数９０１のうち授業
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料が不徴収になって「助かった」と回答した生徒が定時制で６７．１％、全日制で５２．０％に及

び、私立高校でも２２．５％であったという。同時に上記アンケートは、授業料以外の経済的負担

がなお大きく、かえってそれが増加した学校もあり、経済的な理由で不安を抱きながら高校に通っ

ている子どもが４人中３人もいると指摘している。したがって、子どもたちが高校での勉学に意欲

を燃やせる環境を作るためには、授業料無償を維持し、かつ授業料以外の経済的負担を軽減するこ

とこそが緊急の課題となっている。

頭書の合意は、無償化見直しの条件として、政策効果の検証を挙げているが、いかなる基準で効

果を考えるかが問題である。子どもの成長と発達は金銭的効果で容易に計れるものではない。政策

効果の検証をするのであれば、専門家による多角的総合的な検証を少なくとも１０年単位で行うべ

きであり、２０１２年度（平成２４年度）以降短期の見直しをするとすれば早計にすぎる。

よって、当連合会は、政府に対し、高校授業料無償化の維持及び授業料以外の経済的負担の軽減

を強く求めるものである。

☆近畿生活保護支援法律家ネットワーク 実務研究会

表記研究会が１７日午後１時３０分から「兵庫県弁護士会姫路支部会館」（兵庫県姫路市北条１

－４０８－６）で開かれる。資料代１０００円。

研究会では、 小久保哲郎氏（近畿ネット幹事）による基調講演「実務に役立つ生活保護申請援

助のノウハウ」、觜本郁氏（近畿ネット顧問）による特別報告「震災・災害にまつわる生活保護Ｑ

＆Ａ」、ミニ勉強会「生活保護争訟に役立つチェックポイント」、「当事者の声」などを予定して

いる。

☆まっとうなワークルールと元気な労働運動で、

なくそう！ワーキングプア

「非正規労働者の権利実現全国会議」は１７日午後１時から表記集会を「北海道大学クラーク会

館講堂」で開く。資料代５００円。

集会では、川村雅則准教授（北海学園大学）による報告「北海道における非正規労働者の実態」、

上野輝佳札幌市財政局管財部長による講演「札幌市の公契約条例について」、道幸哲也名誉教授

（北海道大学）による講演「有期労働法制について」、鈴木一札幌地域労組書記長らによる特別報

告「こうやって、労働組合で職場を変えよう」、パネルディスカッションなどを予定している。問

合先は「北海道合同法律事務所」(011-231-1888)。

多重債務・貧困対策のニュースをマスコミ、国会議員の方々にお知らせしています。電話047(36

2)5578

全国クレジット・サラ金問題対策協議会 マスコミ広報部会 事務局長 弁護士 及川智志
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